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作業停止計画調整マニュアルの変更概要

2025年2月19日
電力広域的運営推進機関



2作業停止計画調整マニュアルの変更について

◼ 「作業停止計画調整マニュアル」は発電設備及び流通設備の作業停止を計画的かつ円滑に
実施するため以下に係る詳細事項について解説するものであり、2018年10月に策定。

⚫ 電力広域的運営推進機関の業務規程

➢ 第11章 作業停止計画の調整

➢ 第12章 系統情報の公表

➢ 附則（平成30年6月29日）

⚫ 送配電等業務指針

➢ 第12章 作業停止計画の調整

➢ 附則（平成30年6月29日）

◼ 実運用における課題等で考え方の整理が必要となった場合は、適宜マニュアルを見直している。

◼ 今回、2025年4月1日予定の業務規程・送配電等業務指針の変更内容などに対応するため、
「作業停止計画調整マニュアル」への反映事項を整理した。



3主な変更内容

№ 項目 変更内容

１
発電制約（放電制約含む）
又は充電制約を「発電等制
約」とし記載修正

規程、指針において流通設備作業停止時,混雑が発生する場合、発
電設備の発電抑制に加え、蓄電設備の充電を抑制にすることが規定
されることを踏まえ、発電制約又は充電制約を「発電等制約」と定義
し記載修正。

２
年間作業停止計画の業務ス
ケジュール変更に伴う修正

容量停止計画の調整スケジュールと整合させるため、作業停止計画
の調整スケジュールに関する規定について見直し（11～2月中旬 ⇒
8～12月末へ前倒し）が行われることを踏まえ本マニュアルについても
修正。

３
作業停止計画と容量停止計
画の整合に関する記載を削除

容量停止計画と作業停止計画の調整スケジュールが整合するため、
整合に関する不要な記載を削除。

4
充電制約における定格容量
比率按分の具体的な事例の
追加

規程、指針において流通設備作業停止時,混雑が発生する場合、発
電設備の発電抑制に加え、蓄電設備の充電を抑制することが規定さ
れることを踏まえ、充電制約における定格容量比率按分の具体的な
事例を追加

5
変動電源においては想定値を
定格容量とみなし容量比率按
分することを追記

変動電源が発電等制約対象となった場合は一律に定格容量で容量
比率按分するものではなく、過去の同時期の実績を基に、再生可能
エネルギーの導入量や実需給断面で生じる誤差等を考慮して想定値
を算出のうえ、その値を定格とみなすことを明記



4１．発電制約（放電制約含む）又は充電制約を「発電等制約」とし記載修正

◼ 規程、指針において流通設備作業停止時,混雑が発生する場合、発電設備の発電抑制に
加え、蓄電設備の充電を抑制にすることが規定されることを踏まえ、発電制約又は充電制約
を「発電等制約」とし記載修正。（以下の記載以外にも多数変更箇所あり）

現行 変更案

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、「1.3 本マニュアルで使用する用語の定

義」で定義する「広域連系系統等」の作業停止計画調整に
適用する。ただし、発電制約を伴う広域連系系統の作業停
止計画調整における発電制約の対象となる発電設備等に
ついては、「3.1.1 発電制約対象となる発電設備等の範
囲」による。
なお、「広域連系系統等」以外の作業停止計画調整におい
て本マニュアルの解説を準用する場合は、公平性の観点を
踏まえて準用し、準用範囲や読替対象の明確化、事業者
説明など供給区域に応じて必要な対応を一般送配電事業
者が行うこと。

1.1 本マニュアルについて
本マニュアルは、「1.3 本マニュアルで使用する用語の定義」
で定義する「広域連系系統等」の作業停止計画調整に適
用する。ただし、発電制約（放電制約含む）又は充電制
約（以下、発電等制約）を伴う広域連系系統の作業停
止計画調整における発電等制約の対象となる発電設備等
については、「3.1.1 発電等制約の対象となる発電設備等
の範囲」による。
なお、「広域連系系統等」以外の作業停止計画調整におい
て本マニュアルの解説を準用する場合は、公平性の観点を
踏まえて準用し、準用範囲や読替対象の明確化、事業者
説明など供給区域に応じて必要な対応を一般送配電事業
者が行うこと。



5（参考）第70回広域系統整備委員会（2023年9月）資料4



6（参考）第70回広域系統整備委員会（2023年9月）資料4



7（参考）第84回 広域系統整備委員会（2024年10月） 資料4

◼ 作業時の順方向（充電）制約については、適用中の発電制約と同等とすることを基本とする。

主な項目 逆方向（発電・放電）制約 順方向（充電）制約

制約
対象

電圧
階級

作業停止する流通設備と同一階級
＋1電圧階級下位 ※

※ １電圧階級下位：エリアの最上位電圧から4階級以下は除く
基幹系統を対象として記載

同左

設備 発電設備等（発電設備＋蓄電池）
蓄電池

（一般需要、揚水は対象外）

制約量配分 定格容量比率按分を基本 同左

通知と調整 発電計画提出者もしくは特定契約者 需要調達計画提出者

費用負担
特定負担

（事業者の機会損失）
同左

混雑処理断面
計画断面

（発電計画に抑制量を反映）
同左

（需要計画に抑制量を反映）

N-1制御設備の
扱い

他設備と差異無し（N-1電制本格適用）
参考：制約量優先配分（N-1電制先行適用時）

制約量優先配分
（N-1電制先行適用と同様の考え方）

制約量の調整 制約量売買方式 同左



8（参考）業務規程の変更内容

◼ 2025年4月変更予定の業務規程の変更内容（一部抜粋）

現行 変更案

附則（平成３０年６月２９日）

（発電制約量の調整結果の確認）
第２条 本機関は、広域連系系統（連系線は除く。以下

同じ。）の作業停止計画の調整において、送配電等業務
指針に定めるところにより、発電計画提出者間による発電
制約（放電制約を含む。以下同じ。）量の調整結果につ
いて、一般送配電事業者たる会員から報告を受ける。

２ 本機関は、発電計画提出者間による発電制約量の調
整結果を確認し、必要と認めるときは、当該発電計画提
出者に調整内容その他必要な情報の提供を求めることが
できる。

附則（平成３０年６月２９日）

（ 発電等制約量の調整結果の確認）
第２条 本機関は、広域連系系統（連系線は除く。以下

同じ。）の作業停止計画の調整において、送配電等業務
指針に定めるところにより、発電計画等提出者間による発
電制約（放電制約を含む。以下同じ。）量及び充電制
約量（以下これらを総称して「発電等制約量」という。）の
調整結果について、一般送配電事業者たる会員から報告
を受ける。

２ 本機関は、発電計画等提出者間による発電等制約量
の調整結果を確認し、必要と認めるときは、当該発電計画
等提出者に調整内容その他必要な情報の提供を求めるこ
とができる。



9（参考）送配電等業務指針の変更内容

◼ 2025年4月変更の送配電等業務指針の変更内容（一部抜粋）

現行 変更案

附則（平成３０年６月２９日）

（発電制約量の調整）
第２条 一般送配電事業者は、広域連系系統の作業停
止計画の調整において、第２４４条第２項の規定により、
制約の対象として選定した発電設備等により定格容量比率
按分した発電制約量及び制約の対象として選定した発電
設備等を発電計画提出者へ通知する。一般送配電事業
者の供給区域の需給状況等に応じて発電制約量を見直し
た場合も同様とする。

附則（平成３０年６月２９日）

（発電制約量の調整）
第２条 一般送配電事業者は、広域連系系統の作業停
止計画の調整において、第２４４条の規定により、制約の
対象として選定した発電設備等により定格容量比率按分し
た発電制約（放電制約を含む。以下同じ。）量及び充電
制約量（以下総称して「発電等制約量」という。）並びに
制約の対象として選定した発電設備等を発電計画等提出
者へ通知する。一般送配電事業者の供給区域の需給状
況等に応じて発電等制約量を見直した場合も同様とする。



10２．年間作業停止計画の業務スケジュール変更に伴う修正

◼ 容量停止計画の調整スケジュールと整合させるため、作業停止計画の調整スケジュールに関する
規程、指針について見直し（11～2月中旬 ⇒ 8～12月末へ前倒し）が行われることを踏まえ
本マニュアルについても修正。（以下の記載以外にも提出期日など関連して記載変更箇所あり）

◼ 作業停止計画のスケジュール変更のポイントは以下のとおり。
① 容量停止計画と作業停止計画の「調整開始時期」を一致させる。
② 容量停止計画と作業停止計画の「調整可能期間」と「決定時期」を一致させる

◼ なお、業務規程・送配電等業務指針の変更等に先立ち、会員その他の電気供給事業者の意見
を聴取するために、本年5月29日～6月18日（14営業日）にて意見募集を実施のうえ、第103
回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会にて本内容を報告済み。



11２．年間作業停止計画の業務スケジュール変更に伴う修正

現行



12２．年間作業停止計画の業務スケジュール変更に伴う修正

変更案



13（参考）①容量停止計画と作業停止計画の「調整開始時期」を一致

◼ 容量停止計画では、7月末までに流通設備作業に同調を求める長期固定電源の容量停止
計画が提出され、一般送配電事業者は8～9月に流通設備作業の同調について調整を行う
必要がある。

◼ 一方、現状の作業停止計画は10月末に原案計画が提出され、調整開始時期が異なるため、
これを整合させることにより一体的な作業調整が可能となる。

区
分

項目

年 間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（
翌
々
年
度
分
）

容
量
停
止
計
画

広域機関

一般送配電

事業者

発電契約者

容量提供事業者

作
業
停
止
計
画

（
2

ヵ
年
度
分
）

現
行

広域機関

一般送配電

事業者

発電契約者

7/末

10/末

12/末

容量停止計画
調整完了

容量停止計画提出

容量停止計画
調整(STEP1~4)

共有
変更
提出

10/末
原案

原案

共有

流通設備
作業調整

発電設備
作業調整

共有

12/末
調整案

調整案

流通設備
作業調整

発電設備
作業調整

2/中
最終案

最終案

3/1
発電制約量
決定通知

（2ヵ年分）

12/上
発電制約量

通知（翌年分）

3/1
共有

2/下
承認

流通設備
作業調整

流通設備
作業調整

９/末

出力制約等を伴う
流通設備作業の通知

供給信頼度評価

容量停止計画の提出期日は7月末
（流通設備作業に同調を求める長期固定電源）

年間作業停止計画（原案）の提出期日は10月末

容量停止計画提出
（流通設備作業に同調を求める長期固定電源）



14（参考）②容量停止計画と作業停止計画の「調整可能期間」と「決定時期」を一致

◼ 容量停止計画は、11～12月に調整を行い12月末に調整完了するスケジュールとなっている
が、作業停止計画は2月中旬の最終案提出まで調整可能であり承認は2月下旬となっている。

◼ 一方、作業停止計画は、容量停止計画の調整完了以降においても調整可能であることから、
容量市場の契約電源に関連する流通設備作業停止計画の変更などが発生した場合、調整
完了している容量停止計画を変更しなければならない可能性があるため、調整可能期間と決
定時期を一致させ、これを回避する。

区
分

項目

年 間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

（
翌
々
年
度
分
）

容
量
停
止
計
画

広域機関

一般送配電

事業者

発電契約者

容量提供事業者

作
業
停
止
計
画

（
2

ヵ
年
度
分
）

現
行

広域機関

一般送配電

事業者

発電契約者

7/末

10/末

12/末

容量停止計画
調整完了

容量停止計画提出

容量停止計画
調整(STEP1~4)

共有
変更
提出

10/末
原案

原案

共有

流通設備
作業調整

発電設備
作業調整

共有

12/末
調整案

調整案

流通設備
作業調整

発電設備
作業調整

2/中
最終案

最終案

3/1
発電制約量
決定通知

（2ヵ年分）

12/上
発電制約量

通知（翌年分）

3/1
共有

2/下
承認

流通設備
作業調整

流通設備
作業調整

９/末

出力制約等を伴う
流通設備作業の通知

供給信頼度評価

容量停止計画調整完了以降も作
業停止計画は調整可能であり、作
業停止計画の変更により容量停
止計画に影響を及ぼす可能性あり。

容量停止計画提出
（流通設備作業に同調を求める長期固定電源）



15３．作業停止計画と容量停止計画の整合に関する記載を削除

◼ 容量停止計画調整の導入当初において作業停止計画との整合に関する内容を記載する対
応としていたが、容量停止計画と作業停止計画の調整スケジュールが整合するため、整合に
関する不要な記載を削除。

現行 変更案

2.8 作業停止計画と容量停止計画の整合
2.8.1容量停止計画の調整【参考】
2.8.2容量停止計画との整合を踏まえた作業停止計画の調整

削除



16４．充電制約における定格容量比率按分の具体的な事例の追加

現行 変更案

（新設） （省項目追加）
3.4 充電制約における定格容量比率按分の具体的な事例
3.4.1 蓄電池の作業停止予定がない場合の扱い
3.4.2 流通設備の作業停止と蓄電池の作業停止を同調する場合の扱い
(1) 蓄電池の作業停止予定により運用容量以内となる場合
(2) 蓄電池の作業停止予定を考慮しても運用容量を超過する場合
3.4.3 発電設備等の扱い
3.4.4 新規接続蓄電池の扱い
3.4.5 系統切替を伴う流通設備作業停止の考え方
(1) 信頼度の観点から系統切替が必要な場合
(2) 系統切替により発電等制約量の総量が減少できる場合
3.4.6 N-1制御適用蓄電池の扱い
(1) N-1制御適用蓄電池が複数ある場合
(2) N-1制御適用蓄電池以外も充電制約が必要な場合
3.4.7 充電制約量の振替及び制約量売買方式の対象範囲について
(1) 充電制約対象範囲内の同一需要計画提出者の充電制約量の振替
(2) 充電制約対象範囲内外の蓄電池間における充電制約量の振替

◼ 規程、指針において流通設備作業停止時,混雑が発生する場合、発電設備の発電抑制に
加え、蓄電設備の充電を抑制することが規定されることを踏まえ、充電制約における定格容
量比率按分の具体的な事例を追加



17（参考）第84回 広域系統整備委員会（2024年10月）資料4

ケース１（負荷供給線に連系） ケース２（電源線に連系） ケース３（負荷・電源混在系統）

イ
メ
ー
ジ
図

想
定
潮
流

負 荷：過去実績等から想定（現マニュアルどおり）
蓄電池：定格容量

発電機：過去実績等から想定
・停止であれば０or所内負荷
・発電している場合もあり

蓄電池：定格容量

負 荷：過去実績等から想定
発電機：過去実績等から想定

・停止であれば０or所内負荷
・発電している場合もあり

蓄電池：定格容量

按
分

定格容量比率按分（蓄電池のみ） 同左 同左

制
約
量

算
定
結
果

負荷：0kW
C蓄電池：▲5万kW
D蓄電池：▲5万kW

①発電機停止、所内未考慮の場合
C蓄電池：▲5万kW
D蓄電池：▲5万kW

②発電機出力+10万kW以上の場合
制約なし

①発電機停止、所内未考慮の場合
負 荷：0kW
C蓄電池：▲5万kW
D蓄電池：▲5万kW

②発電機出力+10万kW以上の場合
制約なし

通
知

現マニュアルと同様 同左 同左

そ
の
他

・N-1制御対象設備は優先抑制 ・ケース１に同じ ・ケース１に同じ

×

×

停
止

A変電所

B変電所

需要
家

C蓄電池
5万kW35万kW 10万kW

Ａ
Ｂ
送
電
線

運用容
量

50万kW

BＬ負荷

D蓄電池

10万kW

B G G

×

×

停
止

A変電所

B変電所

Y発電機 C蓄電池
30万kW 30万kW

Ａ
Ｂ
送
電
線

運用容
量

50万kW

B

D蓄電池
30万kW
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10万kW
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18４．変動電源においては想定値を定格容量とみなし容量比率按分することを追記

現行 変更案

3.2.1 発電制約量の算出
（略）
発電制約量の算定に必要な需要および再生可能エネル
ギー出力は、過去の同時期の実績を基に、再生可能エネル
ギーの導入量や実需給断面で生じる想定誤差等を考慮し
て想定することを基本とする。

3.2.1 発電制約量の算出
（略）
制約量の算定に必要な需要および再生可能エネルギー出
力は、過去の同時期の実績を基に、再生可能エネルギーの
導入量や実需給断面で生じる誤差等を考慮して想定値を
算出することを基本とし、再生可能エネルギー等変動電源が
発電等制約対象となった場合は想定値を定格容量とみなし
容量比率按分する。

◼ 変動電源が発電等制約対象となった場合は一律に定格容量で容量比率按分するものでは
なく、過去の同時期の実績を基に、再生可能エネルギーの導入量や実需給断面で生じる誤
差等を考慮して想定値を算出のうえ、その値を定格とみなすことを明記


